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ここを　  うここを　  う問問町政

質　 問　 者 質　　問　　事　　項

1 無所属
大北　良子

（１）明るい雰囲気の播磨町役場を目指して
（２）播磨町駅前のさらなる活性化に向けて
（３）関係人口もまちづくりに参加を

2 日本共産党
松岡　光子

（１）タクシー券は
（２）家族介護支援特別事業は

3 日本共産党
野北　知見

（１）水道料金改定による住民への影響は
（２）幼稚園の完全給食化は
（３）新型コロナウイルス感染症対策は

4 無所属
宮宅　良

（１）持続可能な行政経営を
（２）教育環境の充実を
（３）共生社会の実現を

5 政風会
岡田千賀子

（１）安全・安心なまちづくりを
（２）子育て環境の充実を

6 無所属
香田　永明

（１）見守りカメラの運用は
（２）地元企業優先発注は

7 新政会
奥田　俊則

（１）大池広場は
（２）通学路の安全確保を
（３）水道事業は

8 公明党
大瀧　金三

（１）通学路の安全強化を
（２）地方創生臨時交付金の活用は
（３）新町長の町政運営は

議案の審議結果【7月臨時会・9月定例会】
賛 否 の分かれた議案 （○…賛成、×…反対、欠…欠席）
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決
議 清水ひろ子町長に対する問責決議 6 7 否決 7/7 〇 ○ × × ○ × × × ○ － × × ○ ○

町
長
提
出

人
事 副町長の選任同意 12 1 可決 9/16 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 × 〇 〇

決
算

令和３年度後期高齢者医療事業特別会計歳入
歳出決算認定 11 2 可決 9/16 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇

※　播磨町議会の現議員数は14人です。採決は、全議員の過半数（7人）以上の出席を要し、議長を除く出席議員の過半数の賛成をもって
	 可決されます。ただし、法律に別の定めがある特別多数議決の場合は、この過半数議決は適用されません。
※　議長は採決に加わりませんので、「－」で表示しています。ただし、賛成と反対が同数の場合には、議長が決します。

全  員  賛  成	で可決した議案
議　案　名 議決日

町
長
提
出

人
事▶教育長の任命同意 8/30

条
例

▶町立認定こども園の設置及び管理に関する条例制定
▶機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例制定
▶職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定
▶定年延長に伴う関係条例の整理に関する条例制定
▶職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定
▶企業立地促進条例の一部を改正する条例制定

8/30

▶水道事業給水条例の一部を改正する条例制定
▶下水道条例の一部を改正する条例制定 9/16

予
算

▶令和４年度一般会計補正予算（第６号）
▶令和４年度水道事業会計補正予算（第１号） 7/7

▶令和４年度一般会計補正予算（第７号）
▶令和４年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）
▶令和４年度財産区特別会計補正予算（第１号）
▶令和４年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）
▶令和４年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）
▶令和４年度水道事業会計補正予算（第２号）
▶令和４年度下水道事業会計補正予算（第１号）

8/30

▶令和４年度一般会計補正予算（第８号） 9/16

決
算

▶令和３年度一般会計歳入歳出決算認定
▶令和３年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定
▶令和３年度財産区特別会計歳入歳出決算認定
▶令和３年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定
▶令和３年度水道事業会計利益の処分及び決算認定
▶令和３年度下水道事業会計利益の処分及び決算認定

9/16

契
約
▶工事請負契約締結（播磨南小学校西校舎増築工事） 7/7

▶物品購入契約締結（健康いきいきセンタートレーニングマシン等物品購入） 8/30
そ
の
他
▶損害賠償の額の決定及び和解の件 9/16

【お詫びと訂正】
　令和４年４月24日に発行しました「はりま議会だより」２５４号にて次の通り誤りがありました。読者の皆様並びに関係者各位にご迷惑を
おかけしましたことをお詫びするとともにここに訂正させていただきます。
　５ページ「賛否の分かれた議案」
（誤）▶学校給食審議会設置条例制定　（正）▶令和３年度一般会計補正予算（第12号）
（誤）▶ごみ中継施設の設置に関する条例制定　（正）▶令和４年度一般会計予算
（誤）▶廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例制定　（正）▶令和４年度後期高齢者医療事業特別会計予算

９月６、７日の２日間、８人の議員が一般質問を行い、
町政全般にわたり町当局の考えをただしました。

一般質問とは、議員が町政全般にわたり、その
執行状況または将来の方針に対する質疑、政策
提言などを執行機関に行うものです。

録画配信


